
 

 

生産性向上特別措置法に基づく 先端設備等導入計画の認定状況について 
 

１．目的・特例措置概要 

栗東市では、市内中小企業者の労働生産性の向上を図ることを目的として、国の生産性向上

特別措置法に基づき「導入促進基本計画」を策定しました。この計画に基づき、中小企業者が

「先端設備等導入計画」を作成し市から認定を受けると、次のような特例措置を受けることが

できます。 

（１）平成３３年３月３１日までの間に先端設備等を取得した場合、当該設備にかかる固定

資産税（償却資産）が３年間ゼロになる固定資産税の特例措置が受けられます。 

（２）別枠融資など信用保証機関による必要な資金繰りの支援が受けられます。 

（３）国によるものづくり補助金等の審査時の加点対象となり、補助金の優先採択が受けら

れます。 

２．導入促進基本計画の概要 

 （１）計画期間：平成３０年７月２日（国同意日）から３年間 

（２）対象先端設備等：労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される、

経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第１条第１項で定める先端設備等の

すべて（機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備、ソフトウエア。中古

資産を含む。）。また、同項第２項で定める、一定の期間内に販売されている、生産

性の指標が年平均１％以上向上している設備。 

（３）対象地域・業種：市内全域、全産業 

（５）対象事業：労働生産性が年率３％以上に資すると見込まれるすべての事業 

３．先端設備等導入計画の認定状況等 

（１）計画対象：中小企業等経営強化法第２条第１項に定められている中小企業者 

【業種分類（資本金の額または出資の総額／常時使用する従業員の数）】 

・製造業その他（３億円以下／３００人以下） 

・卸売業（１億円以下／１００人以下） 

・小売業（５千万円以下／５０人以下） 

・サービス業（５千万円以下／１００人以下） 

 <政令指定業種> 

・ゴム製品製造業（※）（３億円以下／９００人以下） 

・ソフトウエア業または情報処理サービス業（３億円以下／３００人以下） 

・旅館業（５千万円以下／２００人以下） 

      ※自動車または航空機用タイヤ、チューブ製造業、工業用ベルト製造業は除く。 

（２）計画期間：３年間、４年間または５年間 ※目標達成が可能な期間 

（３）計画目標：労働生産性が年平均３％以上向上するように設定 

（４）認定状況： 

認定年月 H30.7～9 H30.10 H30.11 期間合計 

認定件数（新規） 
     （変更） 

10件 １件 ０件 11件 

０件 ０件 １件 １件 

設備台数 14台 ２台 ２台 18台 

設備金額 166,532千円 9,404千円 51,700千円 227,636千円 
 
※固定資産税の特例措置対象は、地方税法に基づくため対象等が一部異なる。 

資料１ 
第 20回 振興会議（H30.12.19） 


